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１
５
５
万
４
千
円
の

通
信
運
搬
費
に
つ
い
て
詳
し

い
説
明
を
。

　
　
　

１
万
８
，４
９
５
世

帯
に
、
１
通
あ
た
り
84
円
で

計
算
し
て
予
算
化
を
し
て
い

る
。

　
　
　
９
月
議
会
閉
会
前
に

国
か
ら
通
知
が
来
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、専
決
で
は
な
く
、

補
正
予
算
と
し
て
提
案
す
べ

き
で
は
な
い
の
か
。

　
　
　

議
会
最
終
日
に
間
に

合
う
よ
う
に
、
調
整
し
て
い

た
が
遅
れ
て
し
ま
い
、
提
出

が
で
き
な
か
っ
た
。
大
変
申

し
訳
な
か
っ
た
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
承
認
）

　
　
　
派
遣
の
条
例
が
な
く

て
も
今
ま
で
し
て
い
た
と
本

会
議
で
説
明
さ
れ
た
が
、
詳

し
く
説
明
を
。

　
　
　

今
ま
で
の
取
扱
い

は
、
協
定
書
な
ど
を
結
ん
で

運
用
を
し
て
い
た
。
例
え

ば
、
観
光
振
興
課
の
職
員
と

し
て
、
勤
務
先
が
向
こ
う
で

す
よ
と
い
う
命
令
を
出
す
と

い
う
形
で
業
務
に
当
た
ら
せ

て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
法
律
に
基

づ
い
て
、
条
例
を
定
め
る
と

派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
規

定
が
あ
り
、
根
拠
と
な
る
条

例
を
つ
く
る
ほ
う
が
、
適
切

と
い
う
判
断
を
し
て
、
今
回

議
案
と
し
て
上
程
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
体
制
整
備
を
す
る
と

き
に
、
何
か
費
用
が
か
か
る

の
か
。

　
　
　

汎
用
的
電
子
申
請
シ

ス
テ
ム
に
月
額
４
万
円
程
度

と
ラ
イ
ン
の
導
入
費
と
し
て

50
万
円
程
度
。

　
　
　
情
報
の
漏
え
い
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
　

シ
ス
テ
ム
を
導
入
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
面
で
も
そ
の
対
策

等
に
つ
い
て
十
分
な
対
策
を

し
て
い
る
。

　
　
　
市
民
の
利
点
に
つ
い

て
、
簡
単
に
説
明
を
。

　
　
　

時
間
に
関
係
な
く
、

わ
ざ
わ
ざ
市
役
所
に
出
向
か

な
く
て
も
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
申
請
が
で

き
る
。

　
　
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
作
っ
て
い
る
人
し
か
利

用
で
き
な
い
の
か
。

　
　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
必
要
と
す
る
手
続
も
あ

れ
ば
、
全
然
関
係
な
い
手
続

も
あ
る
。
ま
ず
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
申
請
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
ベ
ー
ス
と
し
て
の

条
例
を
つ
く
る
も
の
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
勤
勉
手
当
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
。

　
　
　

公
務
員
の
場
合
は
、

期
末
手
当
と
勤
勉
手
当
、
２

種
類
あ
る
。
民
間
で
い
う

ボ
ー
ナ
ス
と
い
う
形
に
な

る
。
勤
勉
手
当
は
、
職
員
の

勤
務
状
況
に
対
す
る
手
当

で
、期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、

生
活
給
の
手
当
。

　
　
　
不
祥
事
を
起
こ
し
た

職
員
も
、
勤
勉
手
当
は
も
ら

え
る
の
か
。

　
　
　

停
職
等
を
受
け
た
者

は
減
額
が
あ
り
、
全
く
貰
え

な
い
場
合
も
あ
る
が
、
貰
え

る
場
合
も
あ
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
定
年
延
長
に
よ
り
、

退
職
者
が
い
な
い
場
合
に
、

新
規
採
用
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
　
　

一
時
的
に
は
、
２
年

に
１
回
し
か
退
職
者
が
い
な

く
な
る
が
、
基
本
的
に
は
毎

年
度
、
定
員
適
正
化
を
見
直

し
な
が
ら
、
採
用
し
て
い
き

た
い
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
歳
入
で
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
関
係
補
助
金
の

精
算
手
続
き
の
説
明
を
。

　
　
　

概
算
と
い
う
形
で
補

助
金
が
支
払
わ
れ
る
の
で
、

最
終
的
に
は
実
績
に
応
じ
て

精
算
を
す
る
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
概
算
で
貰
い

過
ぎ
て
い
れ
ば
お
金
を
返

す
、
貰
え
て
な
か
っ
た
ら
追

加
で
交
付
を
い
た
だ
く
と
い

う
形
に
な
る
。

　
　
　
南
有
馬
駐
車
場
が
繰

越
し
に
な
っ
た
理
由
は
。

　
　
　

税
金
が
か
か
ら
な
い

よ
う
に
手
続
を
す
る
が
、
そ

の
手
続
に
時
間
が
か
か
っ

て
、
工
事
の
発
注
が
遅
れ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
。

　
　
　
人
件
費
の
補
正
で
、

４
２
０
名
が
４
１
３
名
と
説

明
が
あ
っ
た
が
、
具
体
的
に

人
員
が
減
っ
た
理
由
は
。

　
　
　

退
職
者
全
て
が
再
任

用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
見

込
ん
で
い
た
が
、
再
任
を
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
。

　
　
　
原
の
館
分
の
出
資
金

は
な
い
の
か
。

　
　
　

も
う
既
に
な
い
状
態
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）
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【
議
案
第
44
号
】南
島
原
市

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し

た
行
政
の
推
進
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
46
号
】南
島
原
市

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
等
の一部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

【
議
案
第
48
号
】南
島
原
市

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る

条
例
等
の一部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
56
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市一般
会
計
補
正

予
算（
第
７
号
）

【
議
案
第
47
号
】南
島
原
市

長
及
び
副
市
長
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
の一部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
承
認
第
５
号
】
専
決
処

分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
令
和
４
年
度

南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
））

【
議
案
第
43
号
】
公
益
的

法
人
等
へ
の
南
島
原
市
職

員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

総
務
委
員
長
報
告（
概
要
）

•
承
認
１
件
を
承
認
、
議
案
６
件
を
原
案
可
決
、
請
願
１
件
を
採
択


